
【東北全体】

　　○新規経営許可申請 １２社　３８系統

　　○事業計画変更認可申請 　３社　２５系統

【県　　  別】

青森～弘前～盛岡～首都圏
三沢～八戸～盛岡～首都圏
十和田～八戸～盛岡～首都圏

一ノ関～古川～仙台～首都圏

仙台～首都圏
仙台～福島～首都圏
仙台～京都～大阪～神戸
仙台～大阪
石巻～仙台～首都圏
秋田～大曲～横手～首都圏
秋田～水沢～首都圏
秋田～盛岡～首都圏
能代～秋田～首都圏
山形～福島～首都圏
酒田～鶴岡～山形～首都圏
山形～仙台～京都～神戸

福島～郡山～須賀川～首都圏
会津若松～首都圏
田村市～郡山～首都圏

※首都圏の主な停留所

　さいたま新都心駅、新宿駅、東京駅、とうきょうスカイツリー駅、横浜シティエアーターミナル、東京ディ
ズニーランド

福島駅、郡山駅、須賀川アリーナ、新白河駅、田村
市船引公民館前、西若松駅、会津若松駅

福島県

東北管内における新高速乗合移行（申請）状況について

山形駅、天童駅、鶴岡駅、鶴岡ｳｴｽﾄﾓｰﾙﾊﾟﾙ前、酒
田駅、酒田駅、米沢駅

山形県

資料４

宮城県 仙台駅東口、仙台広瀬通り、ベストウエスタンホテル
仙台、古川駅、石巻観光バスターミナル、石巻駅

秋田県 能代駅、秋田駅、大曲駅、横手駅

主な系統 主な停留所

青森駅、青森港、弘前駅、三沢駅、北里大学前、野
辺地駅、七戸十和田駅、平内町体育館、八戸駅、本
八戸駅

青森県

盛岡駅、花巻駅、北上駅、水沢駅、一ノ関駅岩手県
※岩手県内を起終点とする系統は上記系統のみ。
上記以外は青森線及び秋田線の経由地となってい
る。


